
区民生活委員会資料 

平成 30年 11月 22日 

区民生活部課税課 

 

 

上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の 
税額算定誤りについて 

 

上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の税額算定方法に誤りがあ

ったことが判明したので報告する。 

 

１ 内容 

 平成１５年に地方税法が一部改正され、特別区民税・都民税の納税通知書送達日以

降に確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等は特別区民税・都

民税の税額算定に算入できないこととされた。 

しかし、特別区民税・都民税の税額は、原則として確定申告書に記載された内容に

基づいて算定することから、納税通知書送達後の同配当所得等についても、確定申告

書の内容どおりに処理するものと誤って解釈し、特別区民税・都民税の税額算定に算

入していた。 

 

２ 対象等 

（1）対象 

   平成１７年度から平成３０年度までの間に、「特別区民税・都民税の納税通知書の

送達後に上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出したもの」のうち、 

地方税法第１７条の５の規定により、「税額の増額」は３年分（平成２８年度から平 

成３０年度まで）、「税額の減額」は５年分（平成２６年度から平成３０年度まで）。 

 

（2）対象件数及び金額 

１３０件 内訳：税額が増額（追徴）３２件 （総額  ５２７，１５６円） 

税額が減額（還付）７４件 （総額１，２９９，７００円） 

内容修正（税額変更なし）２４件 

 

３ 対応 

（1）対象の方に、今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、追徴となる場合には正 

   しく算定し直した納税通知書を、また還付となる場合には還付手続に関するお知ら 

せを送付する手続きを進めている。 

 

（2）平成３０年１１月７日に報道機関への情報提供を行うと同時に、区ホームページに 

お詫びのお知らせを掲載した。 

 

４ 再発防止策 

法改正等の際には、法令等の解釈につき関係機関への確認を確実に行うとともに、

日常から職員の専門知識の習熟に努め、適正な事務処理を徹底していく。 


